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令
和
5
年

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

令和５年度の新型コロナワクチン接種（春開始接種５～８月）について
●ご予約できる方
①６５歳以上で令和５年度用（うすだいだい色）の接種券が届いた方
　�接種券に同封の案内書に沿って予約してください。前回の接種日から３か月以上経過し、７月４
日まで接種券が届かない方は至急町予約受付コールセンター（☎０１２０－５６７－33９）にご連絡
ください。
②１２～６４歳で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
③６５歳未満の医療機関・高齢者施設、障がい者施設の従事者
　�②③の方は申請が必要です。町予約受付コールセンター（☎０１２０－５６７－33９）にご連絡くだ
さい。申請後に接種券を郵送しますので、案内書に沿って予約してください。
●使用ワクチン
　ファイザー社およびモデルナ社のオミクロン株対応２価ワクチンを使用します。
●接種期間
　８月末までですが、８月は予約枠を減らしていく予定です。ご希望の方はお早めにお申し込みく
ださい。詳細は決まっておりませんが、９月からは秋開始接種が始まる予定です。春開始接種で接
種を受けた方も３か月以上経過すれば秋開始接種の対象となります。

（６月１６日時点の情報です）
※上記日程は全て祝日を除きます。
※�上記日程は予約状況等により変更する場合があります。詳しくはインターネットの予約受付画面
でご確認いただくか、町予約受付コールセンター（☎０１２０－５６７－33９）にお問い合わせください。
●�初回接種（１回目・２回目）や乳幼児接種（６か月～４歳）・小児接種（５歳～１１歳）について
のご相談は町予約受付コールセンター（☎０１２０－５６７－33９）にお願いします。

会　　場 ワクチン 日　程 受　付

個
　
別
　
接
　
種

秋葉医院
ファイザー 月・火

午後５時３０分モデルナ 金

中山診療所 ファイザー 火・木・金・土 午前９時／午前９時４０分
土曜日は９時のみ

服部内科胃腸科医院 ファイザー

１１日（火）・１２日（水）
１４日（金）・１８日（火）
１９日（水）・２０日（木）
２１日（金）・２４日（月）
２５日（火）・２６日（水）

午前８時

たかはし元気クリニック ファイザー 火・水・木・金 午後３時
安藤医院 ファイザー 火・木・金・土 午後１時／午後１時３０分

【令和５年7月の接種会場・日程】　※集団接種はありません

お問い合わせ：町予約受付コールセンター　☎０１２０－5６７－３３９
　　　担当課：健康福祉課健康づくりＧ　　☎６６２－２８３６
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※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

�
☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●
日
時　
７
月
１2
日（
水
）午
前
１０
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

　
　
　
　
　
（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

み
ん
な
で
ご
み
減
量
に

�

取
り
組
み
ま
し
ょ
う

　
家
庭
か
ら
出
る
可
燃
ご
み
の
約
４
割
は
生

ご
み
で
あ
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。

水
を
し
っ
か
り
切
っ
て
重
さ
を
軽
減
し
た
り
、

肥
料
と
し
て
土
に
戻
し
て
減
量
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
町
で
は
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
に

対
し
て
購
入
費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
（
１
台
あ

た
り
お
よ
そ
年
間
２
０
０
０
円
程
度
、
町
の

ご
み
処
理
費
用
削
減
が
期
待
さ
れ
ま
す
）。

● 

補
助
金
額　
購
入
費
用
の
３
分
の
１
（
上

限
２
万
円
）

● 

申
込
場
所　
役
場
④
番
窓
口　
住
民
Ｇ　

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分
（
土
・

日
、
祝
日
は
除
く
）

※ 

予
算
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
申
込
者
多
数

の
場
合
は
先
着
順
に
補
助
金
を
支
給
し
ま

す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
建
設
整
備
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
６

空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
を

�
お
願
い
し
ま
す

　
近
年
、
全
国
的
な
少
子
高
齢
化
と
人
口
減

少
に
伴
い
、
空
き
家
問
題
が
深
刻
化
し
て
い

ま
す
。
適
正
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
建

物
や
土
地
は
、
防
火
、
防
犯
、
防
災
、
衛
生
、

景
観
な
ど
様
々
な
点
で
住
民
生
活
に
影
響
を

お
よ
ぼ
し
、
管
理
が
さ
れ
ず
周
囲
に
被
害
を

与
え
る
な
ど
し
た
場
合
、
所
有
者
が
そ
の
責

任
を
負
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
ト

ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
も
、
空
き
地
や
空

き
家
等
の
物
件
を
お
持
ち
の
方
は
、
今
後
と

も
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ　

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

中
山
町
物
産
振
興
事
業
費

�

補
助
金
の
お
知
ら
せ

　
町
内
の
物
産
振
興
に
よ
り
、
地
域
経
済
の

発
展
、
地
域
活
性
化
お
よ
び
事
業
者
の
利
益

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
物
産
振
興

事
業
に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

●
対
象　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　
① 

町
の
特
産
品
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ

と
で
町
の
物
産
振
興
に
寄
与
す
る
意
思

の
あ
る
方

　
② 

法
人
ま
た
は
個
人
事
業
主
の
場
合
は
事

務
所
ま
た
は
事
業
所
、
個
人
の
場
合
は

住
所
を
町
内
に
有
し
て
い
る
方

　
③ 

補
助
金
受
給
以
後
も
事
業
継
続
の
意
思

が
あ
る
方

※ 

今
年
度
の
申
請
は
、
１
団
体
ま
た
は
１
個

人
あ
た
り
１
回
ま
で
で
す
。

● 
補
助
額　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１（
上

限
1０
万
円
）

● 
申
請
受
付
期
間　
７
月
３
日（
月
）

～
令
和
６
年
１
月
３１
日（
水
）

※ 

申
請
の
ご
相
談
お
よ
び
補
助
対
象
経
費
等

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
産
業
振
興
Ｇ
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

夏の事故を防ごう！暑さによる気の緩みや疲れから
交通事故が多くなる時期です
～ドライバーの方へ～
◎前をよく見て運転集中！
　多くの事故は前をよく見ていれば防ぐことができます。
　ハンドルを握った時は、前をよく見て運転に集中しましょう。
◎眠気や疲れを感じたらすぐに休憩を！
　疲れを感じた時は、集中力が低下しています。
　休憩をとり、集中力を保って運転しましょう。

令和5年度　夏の安全町民運動
実施期間
　７月2１日（金）～８月2０日（日）
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町営広瀬住宅入居者募集のご案内
　町営広瀬住宅の入居者を募集しますので、入居を希望する方は下記の要領に従って申込みをして
ください。

１．募集住宅の名称等区分
　住 宅 名　　町営広瀬住宅（子育て世帯向け）３ＤＫ
　所 在 地　　中山町大字長崎２６３４番地の１
　家　　賃　　収入に応じた家賃となります。
　募集戸数　　１戸
　※募集戸数を上回る応募があった場合は、公開抽選で入居者を決定します。

２．受付期間
　令和5年７月１０日（月）から2５日（火）までの役場開庁時間内（午前８時３０分～午後５時15分）
　※受付期間中に応募がない場合は期間を延長し、先着順での受付となります。
　※役場総合窓口で申込受付はできません。

３．入居申込みのできる資格
　⑴現在、住宅に困窮していることが明らかであること。
　⑵原則同居する親族がいること。
　⑶公営住宅法における収入基準額が月額15万８，０００円以下であること。
　　ただし、高齢者、障がい者等政令で定めるものについては、月額２1万４，０００円以下であること。
　⑷申込者および同居予定親族が暴力団員でないこと。
　⑸町税等の滞納がないこと。
　⑹町民が自由に利用可能な公園等施設が併設されている立地条件に理解をいただける方。
　⑺ 同住宅住人等による自治会を組織し、自治会に加入するとともに活動に積極的に参加いただけ

る方。

４．入居申込みに必要な書類
　⑴町営住宅入居申込書　
　　・役場建設課窓口にて配布しているほか、町公式ホームページからダウンロードできます。
　⑵住民票謄本（申込者および同居親族の世帯全員分）
　⑶申込者および同居親族の所得を証明する以下の書類
　　・最新の所得課税証明書
　　※1６歳未満や高校在学中の方の分は不要です。
　⑷納税証明書（申込者の分のみ）
　⑸その他必要と認められる書類
※申込みに不正があった場合は、受付と入居が取り消しになります。

お申込み・お問い合わせ先　建設課建設整備Ｇ　☎６６２－２１１６

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験のお知らせＪアラート全国一斉情報伝達試験のお知らせ

※お問い合わせ先　総務広報課危機管理Ｇ　☎６６２－４８９９

○実施日時：７月１2日（水）　午前１１時
　この試験は、国が緊急警報システムを全国的に起動させ、機器の稼働状況等を確認するための試
験として行われるものです。屋外スピーカーと戸別受信機から放送が流れ、＠InfoCanal・登録
制メールから通知が届きますので、あらかじめご了承ください。
　※災害等が発生した場合は試験を中止する場合があります。
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※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�

　
　
☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

�
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

　
食
費
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
す
る
特
に
厳

し
い
状
況
に
あ
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
し
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
給
付
対
象

は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
分
】

● 

支
給
対
象
者　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
方

　
① 

令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
、
令
和
５
年
４
月
分
の
新
規
児
童

扶
養
手
当
受
給
者

　
② 

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
（
児

童
扶
養
手
当
に
係
る
支
給
制
限
限
度
額

を
下
回
る
者
に
限
る
）

　
③ 

令
和
５
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急

変
し
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
水
準
の

収
入
と
な
っ
た
方

● 

支
給
対
象
児
童　
令
和
５
年
３
月
３1
日
時

点
で
1８
歳
未
満
の
児
童
（
障
が
い
児
の
場

合
、
２０
歳
未
満
）

● 

申
請
が
必
要
な
方　
②
、
③
の
方
（
①
の

方
に
は
山
形
県
か
ら
支
給
済
み
で
す
。）

● 

申
請
受
付
期
間　
６
月
５
日（
月
）～
令
和

６
年
２
月
2９
日（
木
）

【
ひ
と
り
親
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
分
】

● 

支
給
対
象
者　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
方

　
① 

令
和
４
年
度
に
実
施
し
た
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ

と
り
親
世
帯
以
外
）
を
受
給
し
た
方

　
② 

令
和
５
年
度
の
住
民
税
均
等
割
分
が
非

課
税
の
方
、
ま
た
は
物
価
高
騰
等
の
影

響
を
受
け
て
令
和
５
年
１
月
１
日
以
降

の
収
入
が
急
変
し
、
住
民
税
均
等
割
分

が
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
方
で

対
象
児
童
を
養
育
す
る
方

●
支
給
対
象
児
童　

　
◦ 
①
に
該
当
す
る
場
合
…
令
和
４
年
度
の

給
付
金
で
対
象
と
な
っ
た
児
童

　
◦ 

②
に
該
当
す
る
場
合
…
令
和
５
年
３
月

３1
日
時
点
で
1８
歳
未
満
の
児
童
（
障
が

い
児
の
場
合
、
２０
歳
未
満
）
お
よ
び
令

和
６
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生

児

● 

申
請
が
必
要
な
方　
②
の
方
（
①
の
方
に

は
６
月
末
に
町
か
ら
支
給
済
み
で
す
。
②

の
対
象
者
の
う
ち
児
童
手
当
受
給
世
帯
で

令
和
５
年
度
の
住
民
税
均
等
割
分
が
非
課

税
の
方
に
対
し
て
は
、確
認
が
で
き
次
第
、

支
給
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

● 

申
請
受
付
期
間　
７
月
３
日（
月
）～
令
和

６
年
２
月
2９
日（
木
）

《
共
通
》

●
支
給
額　
対
象
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

中
山
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

委
員
を
公
募
し
ま
す

　
町
の
子
育
て
支
援
関
連
施
策
に
対
し
て
ご

意
見
を
い
た
だ
く
中
山
町
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
の
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

● 

任
期　
今
年
度
第
１
回
目
の
会
議
（
令
和

５
年
８
月
頃
予
定
）
～
令
和
７
年
３
月
３1

日
● 

応
募
要
件　
中
山
町
内
に
住
所
の
あ
る
方

で
、
子
育
て
中
の
方
ま
た
は
子
育
て
経
験

の
あ
る
方

●
募
集
人
数　
若
干
名

● 

応
募
方
法　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
、
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
お
よ
び
役
場
総
合
窓
口
で
配
布
す

る
ほ
か
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
応
募
締
切　
７
月
28
日（
金
）

●
選
考
方
法　
書
類
審
査

● 
会
議
の
開
催
回
数　
年
２
、
３
回
程
度
。

会
議
は
平
日
の
日
中
に
開
催
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ　

�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

夏
期
巡
回
ラ
ジ
オ
体
操
の

�

お
知
ら
せ

　
次
の
日
程
で
『
２
０
２
３
年
度
夏
期
巡
回

ラ
ジ
オ
体
操
』
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

● 

日
時　
８
月
１4
日（
月
）午
前
６
時
（
５
時

３０
分
入
場
開
始
）

● 

場
所　
中
央
公
民
館
駐
車
場

● 

内
容　
全
国
４７
会
場
で
開
催
さ
れ
て
い
る
、

夏
期
巡
回
ラ
ジ
オ
体
操
が
中
山
町
に
や
っ

て
き
ま
す
。
夏
の
思
い
出
づ
く
り
に
ぜ
ひ

参
加
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

● 

対
象　
制
限
な
し
（
混
雑
状
況
に
よ
っ
て

は
、
入
場
を
お
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

● 

注
意
事
項　
ラ
ジ
オ
体
操
の
実
施
に
伴
い

中
央
公
民
館
駐
車
場
は
前
日
午
前
11
時
よ

り
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

午
前
６
時
３０
分
よ
り
ラ
ジ
オ
放
送
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

※ 

当
日
は
周
辺
公
共
施
設
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
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農薬・薬品（容器も含む）は町で収集できません

熱中症予防のために

　立谷川リサイクルセンターで処理されるビン・カンについて、年間を通して農薬・薬品が残留す
る容器の混入が確認され、その都度分別作業の中断を余儀なくされています。
　一旦こうした危険物が混入すると、設備洗浄などに２日程度要し、施設運用に支障が生じます。
　家庭から排出されるごみの適切な分別・処分にご協力をお願いします。処分については、購入店、
最寄りの販売店などにご相談ください。

　熱中症は、屋外だけでなく屋内で何もしていないときでも発症することがあります。暑さの感じ
方は人によって異なり、その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響するため、体調の変化に気を
つけましょう。高齢者や子ども、障がいをお持ちの方は、特に注意が必要です。
【熱中症の予防】
・暑さを避ける（日傘や帽子、日陰の利用／涼しい服装／エアコンや扇風機の活用　など）
・こまめに水分を補給する（のどが渇く前に）
【熱中症の症状】

【熱中症が疑われる人を見かけたら（主な応急処置）】
・エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など涼しい場所へ避難
・衣服をゆるめ、からだを冷やす（首の周り、脇の下、足の付け根など）
・水分・塩分、経口補水液（水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの）などを補給

自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼びましょう！

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ（☎６６２－２１１３）

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　☎６６２－２８３６

殺虫剤（農薬系） 殺虫剤（殺
さっ

蛆
そ

系）

病状が進むと…
・めまい　・たちくらみ　・生あくび
・大量の発汗　・筋肉痛
・筋肉のこむら返り　など

・頭痛　・嘔吐　・倦怠感
・判断力低下　・集中力低下
・虚脱感　　など

⚠応急処置をしても症状が改善されない場合は、医療機関を受診しましょう

5 5.7.15.7.1



※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会
（
中
央
公
民
館
内
）

�
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

「
な
か
や
ま
未
来
塾
」
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を

�

募
集
し
ま
す

　
町
で
は
、
中
学
生
を
対
象
に
学
習
の
場
を

提
供
し
、
学
習
習
慣
や
基
礎
学
力
の
定
着
を

目
的
に
「
な
か
や
ま
未
来
塾
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
今
年
度
は
７
月
か
ら
３
月
ま
で
の

間
、
次
の
日
程
で
開
塾
予
定
で
す
。
つ
き
ま

し
て
は
、
そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
ま
す
。

●
日
時　

　
▼ 

第
１
・
２
学
年
…
原
則
毎
週
水
曜
日

　
　
午
後
３
時
４5
分
～
５
時
２０
分

 

（
３０
回
程
度
）

　
▼ 

第
３
学
年
…
原
則
第
３
土
曜
日
・
午
後

１
時
３０
分
～
３
時
1０
分
／
第
１
水
曜

日
・
午
後
３
時
４5
分
～
５
時
２０
分

 

（
全
1４
回
）

●
特
別
開
塾
（
第
１
学
年
～
第
３
学
年
）

　
▼ 

８
月
８
日（
火
）～
1０
日（
木
）…
午
後
１

時
３０
分
～
３
時
1０
分

　
▼ 

1２
月
２３
日（
土
）・
２６
日（
火
）～
２８
日

（
木
）…
午
後
１
時
３０
分
～
３
時
1０
分

　
▼ 

令
和
６
年
３
月
15
日（
金
）・
1６
日（
土
）

…
午
後
１
時
３０
分
～
３
時
1０
分

※ 

毎
回
で
な
く
、
ご
都
合
の
よ
い
日
に
来
て

い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

● 

募
集
対
象　
町
内
在
住
の
高
校
生
以
上
の

方
● 

内
容　
自
主
学
習
時
の
質
問
等
に
対
し
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
う
。
生
徒
数
は
各
学
年
２０

名
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
場
所　
中
央
公
民
館

● 

応
募
方
法　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご

記
入
の
上
、
７
月
７
日（
金
）ま
で
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
、

中
央
公
民
館
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

※ 

郵
送
先
住
所　
〒
９
９
０
‐
０
４
０
１

　
中
山
町
大
字
長
崎
６
０
１
０

● 
そ
の
他　
後
日
生
徒
た
ち
へ
の
サ
ポ
ー
ト

の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
プ
ー
ル�

☎
６
６
２
‐
５
９
１
０

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

町
民
プ
ー
ル
の
営
業
に
つ
い
て

● 

営
業
期
間　
７
月
１５
日（
土
）～
１７
日
（
月
・

祝
）、
22
日（
土
）～
８
月
2０
日（
日
）

●
営
業
時
間　
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

　
１
時
～
５
時

● 

使
用
料　
大
人
…
１
０
０
円
、
中
学
生
以

下
…
5０
円　
※
回
数
券
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・ 

１
回
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
時
間
帯

毎
に
な
り
ま
す
。

・
３
歳
未
満
の
方
は
無
料
で
す
。

・ 

監
視
さ
れ
る
方
が
、
水
着
を
着
用
せ
ず
見

守
る
場
合
は
無
料
で
す
。

・ 

占
有
使
用
・
団
体
利
用
（
15
名
以
上
）
の

場
合
は
別
料
金
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

《
付
き
添
い
に
つ
い
て
》

　
小
学
２
年
生
以
下
の
子
ど
も
２
名
ま
で
に

対
し
、大
人
１
名
の
付
き
添
い
が
必
要
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

令
和
５
年
度
中
山
町
二
十
歳
を

�

祝
う
会
を
開
催
し
ま
す

● 

日
時　
８
月
１５
日（
火
）午
前
９
時
4５
分
～

１１
時
３０
分
（
受
付
：
午
前
９
時
～
９
時
３５

分
）

●
場
所　
中
央
公
民
館　
大
ホ
ー
ル

●
対
象

　
① 

平
成
1４
年
４
月
２
日
～
平
成
15
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
、
中
山
町
に
住

所
の
あ
る
方

　
② 

中
山
中
学
校
を
平
成
２９
年
度
に
卒
業
さ

れ
た
方

●
内
容　
式
典
、
記
念
行
事
、
記
念
撮
影

● 
そ
の
他　
対
象
者
に
は
７
月
上
旬
頃
ま
で

通
知
を
送
付
し
ま
す
。
通
知
も
れ
が
あ
っ

た
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
相
談
所
を

�

開
設
し
ま
す

　
あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
仕
事
や
ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
相
談

に
東
南
村
山
地
域
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

の
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
７
月
１2
日（
水
）

 

午
後
１
時
３０
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

【
夏
休
み
親
子
下
水
道
教
室
の

�

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
】

①
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
下
水
道
事
業
所

（
☎
６
５
４
‐
８
４
０
０
／
メ
ー
ル

gesuidou@
y-ctc.jp

）　
②
８
月
１
日

（
火
）午
前
９
時
～
正
午　
③
山
形
浄
化
セ

ン
タ
ー
（
天
童
市
大
字
大
町
字
西
原
１
９

１
５
）　
④
ビ
デ
オ
鑑
賞
、
施
設
見
学
、
顕

微
鏡
に
よ
る
微
生
物
の
観
察
、
工
作
も
し

65.7.15.7.1



く
は
実
験　
⑤
小
学
４
～
６
年
生
と
そ
の

保
護
者
・
２０
組
４０
名
（
申
込
み
先
着
順
）　

⑥
無
料　
⑦
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
７
月

2５
日（
火
）ま
で
①
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
弁
護
士
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
特
措
法

�

無
料
相
談
会
】

①
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
新
潟
事
務
所
（
☎

０
２
５
‐
２
２
３
‐
１
１
３
０
）　
②
７

月
2９
日（
土
）午
後
１
時
３０
分
～
４
時　
③

山
形
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
第
４
・
第
５

研
修
室　
④
集
団
予
防
接
種
で
Ｂ
型
肝
炎

に
な
っ
た
人
と
そ
の
家
族
を
対
象
と
し
た

弁
護
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
。
個
人
情
報

は
厳
守
さ
れ
ま
す
。　
⑥
無
料　
⑦
事
前

予
約
優
先
、
①
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
当

日
会
場
で
の
申
込
み
可
、
受
付
午
後
３
時

ま
で
）。

【�

中
山
ジ
ュ
ニ
ア
野
球
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

�

テ
ィ
ー
ボ
ー
ル
体
験
会
の
お
知
ら
せ
】

①
中
山
ジ
ュ
ニ
ア
野
球
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

指
導
者
代
表　
小
関
（
☎
０
９
０
‐
５
５

９
２
‐
８
５
５
５
）　
②
７
月
９
日（
日
）・

１６
日（
日
）　
午
前
１０
時
～　
③
町
民
グ
ラ

ウ
ン
ド　
④
中
山
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
少

年
団
で
は
野
球
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
、

小
さ
い
お
子
さ
ん
も
楽
し
め
る
「
テ
ィ
ー

ボ
ー
ル
」
体
験
会
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。　
⑤
小
学
生
以
下　
⑥

無
料　
⑦
当
日
現
地
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。　
⑧
持
ち
物：
動
き
や
す
い
服
装
、

運
動
靴

ＮＴＴ東日本のナンバー・ディスプレイ等の
� 高齢者無償化を利用しましょう！

～特殊詐欺の被害防止に大きな効果が期待できます！！～

まだ申し込んでいない人に対し、身分証の提出や口座番号を聞き出すことはありません。
ＮＴＴ東日本を騙

かた
った電話には注意しましょう！

　特殊詐欺の被害者の大半は高齢者であり、犯人からの電話のほとんどが自宅の固定電話にかかっ
てきます。ＮＴＴ東日本は、特殊詐欺への対策を強化するため、かけてきた相手の電話番号を表示
する「ナンバー・ディスプレイ（対応電話機が必要）」と、非通知でかけてきた相手に電話番号を
表示してかけ直すよう音声メッセージで応答する「ナンバー・リクエスト」を、高齢者を対象に無
償化しました。不審な電話に注意することで被害防止に大きな効果が期待できますので、以下の要
件を確認し、積極的に申し込みましょう（申し込まないと無料にはなりません）。

中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２－２5９３

消費生活の窓口から消費生活の窓口から

【「ナンバー・ディスプレイ」「ナンバー・リクエスト」の高齢者無償化の適用条件等】

◆適用条件：契約者が７０歳以上、または７０歳以上の方と同居している（申し込みが必要）

◆無償化内容：「ナンバー・ディスプレイ」「ナンバー・リクエスト」の月額利用料と初期工事費
　・すでにサービスを利用している場合は、７０歳以上と申告すれば月額利用料が無料となります。
　・ 「ナンバー・リクエスト」を利用するためには、「ナンバー・ディスプレイ」と両方の契約が必

要です。

◆�対象回線：加入電話／加入電話・ライトプラン〔住宅用〕、ＩＮＳネット６4／ＩＮＳネット６4・
ライト〔住宅用〕、ひかり電話・ひかり電話ネクスト〔住宅用〕、ひかり電話応急仮設住宅タイプ、
光電話回線〔住宅用〕

◆お申込み・お問い合わせ先：ＮＴＴ東日本特殊詐欺対策被害ダイヤル　０１２０－７２２－４55
　　　　　　　　　　　　　　営業時間　午前９時～午後5時（年末年始１2／2９～１／３を除く）

※ 詳しくは、ＮＴＴ東日本ホームページ「（再周知・注意喚起）特殊詐欺犯罪の防止に向け
た取り組みについて」をご覧ください。
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

事　業　名 日　時 場　所 対　象　者　等

母 子 手 帳 交 付 ７／１１（火）
９：００～１０：００ 保健福祉

センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●持ち物　�医師が書いた妊娠届出書、個人番号が確

認できるもの（個人番号カード、個人番
号通知カード等）と本人確認ができるも
の（個人番号カード、運転免許証等）

※�この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場合は
ご連絡ください。

定 期 健 康 相 談 ７／１１（火）
１０：３０～１１：３０ 生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行います。

総 合 検 診
７／１２（水）
受付時間

７：４０～９：３０

会場：中山町保健福祉センター
対象：�三軒屋、落合、文新田、いずみ、中原団地、広瀬団地、小塩

地区の方で申し込んだ方と希望する方
特定健診、後期高齢者健診、さわやか健診、がん検診を申し込まれた方。
〇�申し込まなかった方で希望する場合は、健康づくりＧにご連絡く
ださい。
●持ち物　�問診票、採便容器と採尿容器、前年度の特定健康診査結果、

検診料金。４０歳以上の方は、医療保険証を必ずお持ちください。
◆�詳しくは、「令和５年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧く
ださい（申し込まれた方に送付しています）。

食 生 活 改 善
養 成 講 習 会

７／２４（月）
８：５５集合

保健福祉
センター
２階研修室

各地区養成員の方
●内容　午前　開講式
　　　　　　　健康・栄養講話
　　　　　　　調理実習・試食
　　　　午後　暮らしの中の食品衛生
●持ち物
　エプロン、バンダナ、筆記用具、ハンカチ
　飲み物（必要な方）
●�出欠の連絡を７月１２日（水）まで健康づくりＧにご
連絡ください。

※送迎バス時刻
　�三軒屋公民館７：１０　落合構造改善センター７：１５　文新田生活改善
センター７：２０　東部地区多目的交流センター（旭町）７：３０　ゆ・ら・
ら前７：４０　小塩構造改善センター７：５０　小塩佐藤商店前７：５３

●申込期間　７月１日（土）～１０日（月）
●対　　象　二種混合　平成２３年４月２日～平成２４年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）：平成１５年８月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期：平成１５年８月２日～平成１８年４月１日生まれで未接種の方
●�次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。８月１日から
希望した医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送します
ので届いたら医療機関に予約をいれてください）。
　①郵送（〒９９０－０４０６　中山町大字柳沢２３３６－１　健康づくりＧ宛）
　②�保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてください。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※�ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、ＨＰＶ、日本脳炎（３歳・
４歳・９歳）、麻しん風しん１期・２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、
町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので届
いたら医療機関に予約をいれてください）。

７月の日曜当番医診療時間
７月９日 安藤医院 ☎６６２－５５８０ ７月２３日 秋葉医院 ☎６６３－１０００

※�日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町２－９－３９　☎６３５－９９５５）も利用できます。

二種混合（ジフテリア・破傷風）／日本脳炎の申込受付について 令和５年８月に接種を希望する方

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　☎６６２－２８３６

午前９時〜正午
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町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（ＴＥＬ ６６２-２１１２）

まちのカレンダー7月
※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

令和５年 文月／２０２３.July

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他　　　　　…スマホよろず相談所

1土 ■中山町民交通安全行動の日
■柏倉九左衛門家紅花まつり（２日まで）

2日 ●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室
■きれいな川で住みよいふるさと運動

3月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

4火 ●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）
★お話と遊びの会

5水 ●いきいきクラス（総合体育館）
◆１歳６か月児健診

6木 ★妊婦さんの日

7金 ★七夕お楽しみ会

8土 ★子育て支援センター開館日

9日 ◆パパママ教室
●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室

10月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日

11火 ◆母子手帳交付　◆定期健康相談
●るんるん・はつらつクラス（中央公民館）
★発育測定と保健師の話

12水
■行政相談
●いきいきクラス（総合体育館）
◆総合検診　○心配ごと相談所
★作ってみよう！の日

13木
14金
15土 □町民プール営業（７／１５〜１７）

□ほんわ館おはなし会
■中山町民交通安全行動の日

16日 ●いきいきクラス（中央公民館）
●ウォーキング教室

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

粗大ごみ
（申込制）
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

安藤医院
66２-558０
9時〜1２時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
【７月１７日（月）は祝日ですが、通常どおりごみ収集をします（該当地区のみ）】

その他のごみ収集日

※リチウムイオン電池は「水銀含有ごみ」へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

７月14日（金）
７月２8日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

７月1０日（月）
７月２4日（月） 火・金曜日 木曜日

17月 海の日
■全国かぶと虫相撲大会

18火
●るんるん・はつらつクラス（中央公民館）
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★お話と遊びの会　
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

19水 ●いきいきクラス（総合体育館）

20木 ★赤ちゃんとママの日

21金
22土 □町民プール営業

　　　　　　（７／２２〜８／２０）

23日 ◆献血
●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室

24月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
◆食生活改善養成講習会

25火 ◆母子手帳交付　◆定期健康相談
◆育児相談　★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

26水 ◆乳児健診　★お誕生会
□月１チャレンジ　○法律相談所
●いきいきクラス（総合体育館）

27木 ★食のお話（幼児向け）

28金
29土
30日 ●いきいきクラス（総合体育館）　

●ウォーキング教室
□夕涼み浴衣で図書館怪談ナイト

31月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
■�固定資産税（２期）、国民健康保険税・介護保
険料・後期高齢者医療保険料（１期）納期限

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

粗大ごみ
（申込制）
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

秋葉医院
66３-1０００
9時〜1２時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ




